
 

 

      市議会の議決を経た予算の要領 

       

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 219 条第 2 項の規定により、令和 7 年 

 7 月 2 日本市市会本会議において議決された予算の要領を次のとおり公表しま 

す。 

     

    令和 7 年 7 月15日 

 

名古屋市長  広  沢  一  郎  

 

 1   令和 7 年度名古屋市一般会計補正予算（第 1 号） 

 2   令和 7 年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 1 号） 

 3   令和 7 年度名古屋市下水道事業会計補正予算（第 1 号） 

 

 

                                    

                      名古屋市財政局財政部財政課 

名古屋市告示第369号



  令和 7 年度名古屋市一般会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

  （歳入歳出予算の補正）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,731,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　1,620,918,000千円とする。

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出

  予算補正」による。

  （債務負担行為の補正）

第 2 条  債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 7 年度名古屋市一般会計補正予算（第 1 号）



第 1 表  歳入歳出予算補正

歳    入  

補 正 前 の 額
千円 千円

計
千円

9 国 庫 支 出 金  

2 補 助 金  

13 繰 入 金  

2 基 金 繰 入 金  

 

歳    出

補 正 前 の 額
千円 千円

計
千円

2 総 務 費  

1 総 務 管 理 費  

7 定額減税補足給付金
給 付 事 業 費  

12 教 育 費  

1 教 育 総 務 費

 

298,606,764  

46,576,870  3,522,333  50,099,203  

103,363,577  264,000  

51,913,663  

1,620,918,000  

3,467,000  

25,384,155  

款 項 補 正 額

項

1,617,187,000  歳          入          合          計 3,731,000  

295,084,431  3,522,333  

77,995,962  

歳          出          合          計 1,617,187,000  3,731,000  

103,099,577  

款

25,370,155  

補 正 額

14,000  

264,000  

1,620,918,000  

10,129,000  

78,204,629  

208,667  

59,371,916  

10,952,142  10,688,142  

6,676,000  3,453,000  

55,904,916  

208,667  

51,704,996  



第 2 表  債務負担行為補正

千円

学校情報通信ネットワーク回線使用料 令和 8 年度から令和13年度まで

博物館のエレベーター更新工事 令和 8 年度から令和 9 年度まで

博物館のエスカレーター更新工事 令和 8 年度から令和10年度まで

事 項 期 間 限 度 額

643,000

818,000

339,000



  令和 7 年度名古屋市公債特別会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

  （歳入歳出予算の補正）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ809,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　601,570,954千円とする。

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出

  予算補正」による。

令和 7 年度名古屋市公債特別会計補正予算（第 1 号）



第 1 表  歳入歳出予算補正

歳    入

補 正 前 の 額
千円 千円

計
千円

1 公 債  

1 公 債

 

歳    出

補 正 前 の 額
千円 千円

計
千円

1 繰 出 金

1 起 債 額 繰 出

 

款 項

600,761,954  歳          入          合          計

328,647,000  

328,647,000  

補 正 額

329,456,000  

補 正 額

809,000  

601,570,954  

809,000  329,456,000  

601,570,954  

278,786,000  

278,786,000  

歳          出          合          計 600,761,954  

809,000  

款 項

277,977,000  

809,000  

809,000  

277,977,000  809,000  



（総　則）

第 1 条　令和 7 年度名古屋市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

     （収益的収入及び支出）（収益的収入及び支出）

第 2 条　令和 7 年度名古屋市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

　次のとおり補正する。

　  （ 科　　目 ）

収　　入 千円 千円 千円

第 1 款

第 2 項

支　　出 千円 千円 千円

第 1 款

第 2 項

     （収益的収入及び支出）（資本的収入及び支出）

第 3 条　予算第 4 条本文括弧書中「40,686,127千円」を「40,686,527千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと

  おり補正する。

7,682,151

　（既定予定額）　 　（補正予定額）　 （　計　）

下 水 道 経 営 費 83,515,813 73,140 83,588,953

下 水 道 事 業 収 益

令和 7 年度名古屋市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

営 業 外 費 用 7,609,011

82,485,854 73,140 82,558,994

営 業 外 収 益 9,428,757 73,140 9,501,897

73,140



　  （ 科　　目 ）

収　　入 千円 千円 千円

第 1 款

第 1 項

第 2 項

支　　出 千円 千円 千円

第 1 款

第 1 項

     （収益的収入及び支出）（企業債）

第 4 条  予算第 6 条中「限度額25,424,000千円」を「限度額26,233,000千円」に、「下水道事業建設改良費25,416,000

  千円」を「下水道事業建設改良費26,225,000千円」に改める。

                                                                           

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費 51,122,833

1,624,000

1,624,000

　（補正予定額）　

80,229,263

52,746,833

（　計　）　（既定予定額）　

78,605,263

国 庫 補 助 金 11,009,000 814,600 11,823,600

1,623,600 39,547,317

企 業 債 25,416,000 809,000 26,225,000

資 本 的 収 入 37,923,717
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